
理

由

特
別
会
計
の
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
政
府
が
行
う
森
林
保
険
に
係
る
事
業
を
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
移
管
す

る
こ
と
と
し
、
森
林
国
営
保
険
法
の
規
定
の
整
備
を
行
い
、
同
研
究
所
の
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
を
改
め
、
森
林
保
険
特
別
会

計
を
廃
止
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


